
2025年3月6日時点 

※申請期間を過ぎての申請は、受け付けません。 

※必要になった場合に備えて申請を行うなど、回収枚数が多く、回収が常態化していると判断される方については、割引券の交付を停止いたします。 

３月11日～３月31日
※ご利用予定のなくなった割引券は回収させ
ていただきます。
ダイバーシティ推進課までご連絡ください。

3月6日～3月10日の17時まで
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